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４
月
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
事
務
事
業
の
一
元
化
作
業
に

　

４
月
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
事
務
事
業
の
一
元
化
作
業
に

つ
い
て
は

つ
い
て
は
、、
本
部
会
議
の
ほ
か
幹
事
会
や
専
門
部
会
な
ど
約

本
部
会
議
の
ほ
か
幹
事
会
や
専
門
部
会
な
ど
約
７
０
０

７
０
０

回
の
会
議
が
行
わ

回
の
会
議
が
行
わ
れ
、
れ
、
約
１
約
１
、、６
０
０
項
目
す
べ
て
の
調
整
方
針
が
整

６
０
０
項
目
す
べ
て
の
調
整
方
針
が
整

い
ま
し
た
。

い
ま
し
た
。

今
月
号
で

　

今
月
号
で
は
、
第
４
回
本
部
会
議
（
７
月

は
、
第
４
回
本
部
会
議
（
７
月　

日
）
と

日
）
と
第
５
回
本
部

第
５
回
本
部

２６２６

会会
議議
（（
８
月
８
月　

日
）
日
）
で
ま
と
ま
っ
た
調
整
方
針
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

で
ま
と
ま
っ
た
調
整
方
針
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

１７１７

し
ま
す
。

し
ま
す
。
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　調整方針が決定された事務事業のうち、一元化
することにより大きな財政負担となる事務事業に
ついては、財源確保と実施条件が整うまでは、実
施時期を見送るなど、必要な措置を講じるものと
します。
　具体的には、次のように対応します。

①調整方針が「合併時」又は「１８年４月」に「統合
する」となっている事務事業で、一元化により
大きな財政負担が生じるものは、新市の長の判
断により、制度の実施を決定するものとする。

②前記①に該当する事務事業の施行時期について
は、調整方針中「合併時」又は「１８年４月」とあ
るのは「新市の長が定める日」と読み替えるも
のとする。

③新市の長の判断により、実施が決定されるまで
の間は、暫定制度（旧市町の制度を適用）により
対応することとする。
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消
費
生
活
の
改
善
、
安
定
、
向
上
を
図
る
た
め
、

両
市
町
と
も
、
今
ま
で
ど
お
り
相
談
業
務
を
実
施

し
ま
す
。

　

上
福
岡
市
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
週

５
日
、
午
前　

時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
大
井
町

１０

は
、
月
・
木
曜
日
の
週
２
日
、
午
前　

時
か
ら
午

１０

後
４
時
ま
で
の
受
付
時
間
で
す
。

　

合
併
後
は
ど
ち
ら
の
庁
舎
で
も
相
談
で
き
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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相
談
窓
口
は
、
上
福
岡
庁
舎
は
合
併
後
も
引
き

続
き
市
民
相
談
室
で
、
大
井
庁
舎
は
窓
口
を
一
本

化
し
て
自
治
産
業
課
に
な
り
ま
す
。

　

上
福
岡
市
の
手
数
料
は
、
一
枚
に
つ
い
て
４
人

ま
で
の
記
載
で
１
５
０
円
、
大
井
町
は
５
人
ま
で

の
記
載
で
１
５
０
円
で
し
た
が
、
合
併
後
は
、
何

人
分
で
も
一
世
帯
あ
た
り
１
５
０
円
の
交
付
手
数

料
に
な
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
は
合

併
時
に
統
合
し
、
両

市
町
の
農
業
委
員
会

の
選
挙
に
よ
る
委
員

で
あ
っ
た
も
の
は
、

市
町
村
の
合
併
の
特

例
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
よ
り
、
合
併

後
１
年
間
引
き
続
き

ふ
じ
み
野
市
の
農
業

委
員
会
の
選
挙
に
よ

る
委
員
と
し
て
在
任

し
ま
す
。

　

ま
た
、
在
任
特
例

後
の
選
挙
に
よ
る
農

業
委
員
の
定
数
は　
１６

人
に
な
り
ま
す
。
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資
源
の
再
利
用
や
ご
み
の
減
量
化
を
目
的
と
し
、

平
成　

年
度
中
に
つ
い
て
は
、
両
市
町
と
も
、
今

１７

ま
で
ど
お
り
実
施
し
ま
す
。
対
象
品
目
や
奨
励
単

価
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
大
井
町
で
平
成　

年
１
月
か
ら
３
月

１８

に
実
施
し
た
分
の
請
求
書
は
平
成　

年
３
月　

日

１８

２０

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
４
月
以
降
は
、
対
象
品
目
や
奨
励
単

１８

価
を
統
一
す
る
予
定
で
す
。

　

一
時
的
に
大
量
排
出
さ
れ
る
家
庭
ご
み
と
事
業

系
ご
み
を
、
適
正
に
処
理
す
る
た
め
、
合
併
後
も

引
き
続
き
両
市
町
に
あ
る
清
掃
セ
ン
タ
ー
で
持
ち

込
み
ご
み
を
受
け
入
れ
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
の
処
分
手
数
料
は
無
料
で
す
が
、
事

業
系
ご
み
に
つ
い
て
は
、
上
福
岡
市
の
金
額
に
統

一
し
、
１
０
０
円
／　

㎏
に
な
り
ま
す
。

１０

　

受
け
入
れ
日
時
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

の
午
前
９
時
か
ら　

時　

分
と
午
後
１
時
か
ら
４

１１

３０

時
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

合
併
後
も
今
ま
で
ど
お
り
人
権
・
法
律
・
行

政
・
困
り
ご
と
・
女
性
総
合
相
談
な
ど
の
相
談
事

業
を
実
施
し
ま
す
。
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納
税
す
る
方
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
合
併
後
も

休
日
・
夜
間
の
納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

休
日
納
税
相
談
は
、
両
庁
舎
と
も
毎
月
最
終
日

曜
日
の
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時
ま
で
。
夜
間

３０

納
税
相
談
は
、
毎
月
最
終
木
曜
日
の
午
後
５
時
〜

午
後
８
時
ま
で
。
ふ
じ
み
野
市
役
所
（
現
上
福
岡

庁
舎
）
の
み
で
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
地
域
の
方
の
協
力
に
よ
り
、
ご

み
ゼ
ロ
運
動
や
地
域
の
巡
視
、
地
域
環
境
美
化
活

動
の
点
検
、
住
民
へ
の
助
言
な
ど
を
行
っ
て
生
活

環
境
で
の
美
化
推
進
の
中
心
的
役
割
を
担
う
も
の

で
す
。

　

大
井
町
の
単
独
事
業
の
た
め
、
合
併
後
は
平
成

　

年
４
月
を
目
途
に
地
域
を
拡
大
し
て
実
施
す
る

１８予
定
で
す
。

　

公
共
施
設
で
の
ご
み
減
量
化
と
資
源
化
に
よ
る

環
境
負
荷
の
軽
減
を
目
的
に
、
学
校
給
食
共
同
調

理
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
残
飯
を
堆
肥
化
し
て
毎
週

１
回
、
住
民
の
み
な
さ
ん
に
無
償
で
配
布
し
ま
す
。

　

上
福
岡
市
の
単
独
事
業
の
た
め
、
合
併
後
は
地

域
を
拡
大
し
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
新
市
の
広
報
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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ふじみ野市
大井町上福岡市

１年経過後１年間

１６人２０人１０人１０人選挙委員

６人６人５人６人推薦委員

２２人２６人１５人１６人計
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で
の
貸
付
と
な
り
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
補
助
は
、

大
井
町
の
単
独
事
業
の
た
め
、
合
併
後
は
地
域
を

拡
大
し
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。
そ
の
他
の
事
業

に
つ
い
て
も
合
併
時
か
ら
次
の
表
の
と
お
り
実
施

す
る
予
定
で
す
。

　

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
に
対
し
、
保
険
診
療

　

農
業
委
員
会
事
務
局
は
ふ
じ
み
野
市
役
所
（
現

上
福
岡
庁
舎
）
に
置
き
、
上
福
岡
地
域
の
事
務
を

行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
井
総
合
支
所
（
現
大
井
庁
舎
）
で
も
、

大
井
地
域
の
事
務
を
行
い
ま
す
。

　

合
併
時
か
ら
平
成　

年
３
月
ま
で
は
、
現
在
の

１８

上
福
岡
庁
舎
、
大
井
庁
舎
で
原
票
を
保
管
す
る
外

国
人
の
受
付
業
務
を
そ
れ
ぞ
れ
行
い
ま
す
。
た
だ

し
、
新
規
や
転
入
の
受
付
業
務
は
、
ふ
じ
み
野
市

役
所
（
現
上
福
岡
庁
舎
）
市
民
課
の
み
で
取
扱
い

ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
４
月
以
降
は
、
ふ
じ
み
野
市

１８

役
所
市
民
課
の
み
で
受
付
業
務
を
行
い
ま
す
。
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国
民
健
康
保
険
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
両
市
町

と
も
相
違
が
な
い
の
で
、
新
市
に
お
い
て
も
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
高
額
療
養
費
貸
付
金
制
度
は
上
福
岡
市

の
例
に
よ
り
高
額
療
養
費
支
給
見
込
額
の　

％
ま

９０

�
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�
�
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ふじみ野市大　井　町上　福　岡　市

一般・退職　　　３割
乳幼児（３歳未満）２割
前期高齢者　１～２割

同左
一般・退職　　　３割
乳幼児（３歳未満）２割
前期高齢者　１～２割

療養の給付

高額療養費支給見込額
の９０％

高額療養費支給見込額
の８０％

高額療養費支給見込額
の９０％

高額療養費
貸 付

２４万円同左２４万円出産費資金
の 貸 付

３０万円／人同左３０万円／人出 産 育 児
一 時 金

１０万円同左１０万円葬 祭 費

３０歳～６９歳
８／１０補助
３０，０００円限度

３０歳～６９歳
８／１０補助
３０，０００円限度

制度なし人間ドック
補 助

年２泊限度
中学生以上１泊３，０００円
小学生　　　１泊２，０００円

年２泊限度
中学生以上１泊３，０００円
小学生　　　１泊１，５００円

年２泊限度
中学生以上１泊３，０００円
小学生　　　１泊２，０００円

保 養 施 設
利 用 補 助
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で
自
己
負
担
し
た
額
を
市
が
助
成
す
る
こ
と
に
よ

り
、
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
の
生
活
の
向
上
と

福
祉
の
増
進
を
図
り
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で

す
。
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
②
療
育
手
帳

�
、
Ａ
又
は
Ｂ
③　

歳
以
上
で
、
老
人
保
健
法
の

６５

障
害
認
定
を
受
け
て
い
る
方

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
と
も
相
違
が
な
い
の
で
、

新
市
に
お
い
て
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
を
対
象
に
、
保
険
診

療
で
自
己
負
担
し
た
額
を
市
が
助
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
乳
幼
児
の
保
健
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を

図
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
と
も
相
違
が
な
い
の
で
、

新
市
に
お
い
て
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

母
子
・
父
子
家
庭
又
は
親
が
い
な
い
た
め
に
親

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	

�　　５

　

上
福
岡
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
太
陽
の
家
」

と
大
井
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
「
お
お
い
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
」
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
引
き

継
ぎ
ま
す
。

　

事
業
内
容
な
ど
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
通
園
及
び
通
学
を

����������

奨
励
す
る
と
と
も
に
、
日
常
生
活
に
必
要
な
知
識

の
習
得
を
促
進
す
る
た
め
に
、
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

　

対
象
者
は
、
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
②

養
育
手
帳�
、
Ａ
又
は
Ｂ
に
該
当
す
る　

歳
未
満

１８

で
児
童
福
祉
施
設
、
盲
学
校
、
養
護
学
校
に
通
学

し
て
い
る
障
害
児
で
す
。

　

補
助
金
額
は
月
額
３
千
円
で
す
。

　

上
福
岡
市
の
単
独
事
業
の
た
め
、
合
併
後
は
地

域
を
拡
大
し
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
　

歳
以
上
の
方
で
別
表
の
要
件
に
該
当
す
る
場

６５
合
に
、
医
療
費
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

　

現
在
、
両
市
町
で
実
施
し
て
い
る
老
人
医
療
費

の
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、
資
格
要
件
に
違
い
が

あ
る
た
め
、
大
井
町
の

資
格
要
件
（
昭
和　

年
１１

５
月　

日
ま
で
に
生
れ

３１

た
方
）
を
、
合
併
時
に

上
福
岡
市
の
資
格
要
件

に
統
合
し
て
実
施
す
る

予
定
で
す
。

に
代
わ
っ
て
そ
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
養
育
者

や
家
庭
に
対
し
、
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
た
と

き
、
保
険
診
療
で
自
己
負
担
し
た
額
の
一
部
を
市

が
助
成
し
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
と
も
相
違
が
な
い
の
で
、

新
市
に
お
い
て
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

在
宅
の
高
齢
者
に
対
し
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
（
機
能
訓
練
や
給
食
・
入
浴
・
送
迎
サ
ー
ビ

ス
な
ど
）
を
実
施
し
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維

持
及
び
社
会
的
孤
立
感
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、

そ
の
家
族
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
の
軽
減

を
図
り
ま
す
。
利
用
料
は
介
護
保
険
に
よ
る
利
用

者
負
担
額
で
す
。
現
在
、
上
福
岡
市
は
中
央
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
西
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
、
大
井
町
は
大
井
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
同
様
に
実
施
し
て
い
る
の
で
、
現
行
の
ま

ま
新
市
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。
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�
�
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�
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�
�

大井町「おおい老人福祉センター」上福岡市「太陽の家」

�生活、健康等の各種相談
�機能回復訓練の実施
�教養の向上・レクリエーション
�老人クラブに対する援助
�センター施設・設備の提供

�憩い・集会のための施設・設
備の利用に関すること
�健康相談・保健指導に関する
こと
�各種講座の開設
�レクリエーション活動等の推
進・指導

内　
　
　
　
　

容

市内　３００円
市外　５００円
※免除
�市内に住所を有する６０歳以上
の方など

市内　２００円
市外　３００円
※免除
①市内に住所を有する６０歳以上
の方

②身体障害者手帳１～４級所持
者

③療育手帳所持者

利　

用　

料　

金
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�
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対象者内　　容

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
及
び
児
童

養
育
者
及
び
養
育
者
が
養
育
す
る
児
童

�
保
険
診
療
の
自
己
負
担
額
の
助
成�

※
た
だ
し
、
市
民
税
課
税
者
は
、
薬
局
の
一
部
負
担

金
を
除
き
次
の
と
お
り
自
己
負
担
金
が
あ
り
ま
す
。

外
来　

１
�
０
０
０
円

入
院　

１
�
２
０
０
円

�
支
給
期
間�

　

対
象
児
童
が
、　

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

１８

の
末
日
ま
で

※
た
だ
し
、一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童
は　

歳
未
満
。

２０

，，

対象者内　　容
　

歳
〜　

歳

６５

６９

（
本
人
又
は
配
偶
者
の
市
民
税
所
得
課
税
標
準
額

が　

万
円
以
下
で
老
人
保
健
非
該
当
者
）

４７
自　

己　

負　

担：

１
割

自
己
負
担
限
度
額：

外
来
１
２
�
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
（
低
所
得
者　
８
�
０
０
０
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　

入
院
４
０
�
２
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
（
低
所
得
者　
２
４
�
６
０
０
円
）

，
，

，

，



　　�６

�
�
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�
	


�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

精
神
科
等
に
通
院
し
て
い
る
方
の
自
立
と
社
会

参
加
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
は
旧
市
町
の
制
度
の
ま
ま
新
市
に

１７

引
継
ぎ
、
平
成　

年
４
月
か
ら
大
井
町
の
制
度
に

１８

統
一
す
る
方
針
で
す
。

　

精
神
障
害
者
の
生
活
の
質
の
向
上
及
び
社
会
参

加
促
進
の
た
め
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

人
を
対
象
に
、
家
事
・
身
体
介
護
・
移
動
介
護
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
自
己
負
担
額
は
、
利
用

者
世
帯
の
前
年
度
所
得
税
額
に
応
じ
て
無
料
か
ら

１
時
間
当
た
り
９
５
０
円
で
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
で
実
施
し
て
い
る
た
め
、

合
併
後
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

在
宅
の
精
神
障
害
者
を
介
護
し
て
い
る
人
が
疾

病
な
ど
の
理
由
か
ら
居
宅
で
介
護
す
る
こ
と
が
一

時
的
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
、
施
設
等
に
短
期
間

入
所
（
原
則
７
日
間
）
で
き
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
で
実
施
し
て
い
る
た
め
、

合
併
後
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
法
人
等
に
対
し
、

運
営
に
要
す
る
経
費
に
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と

に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
生
活
を
望
む
精
神

障
害
者
の
自
立
生
活
を
促
進
し
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
で
実
施
し
て
い
る
た
め
、

合
併
後
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の
あ
る
高
齢
者
世

帯
に
対
し
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
、
適
正

な
家
事
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
活
の
向
上
を
図

り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
両
市
町
で
実
施
し
て
い
る
た
め
、

合
併
後
も
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー
の
乳
幼
児
健
診
を
通
し
て
、
心

身
障
害
児
等
や
児
童
虐
待
を
早
期
に
発
見
す
る
と

と
も
に
、
福
祉
事
務
所
や
保
健
セ
ン
タ
ー
、
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進
め
、

複
数
の
機
関
に
ま
た
が
る
対
応
と
援
助
を
総
合
的

に
行
い
ま
す
。

�������������
�������������
�������������
�������������
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�������������

　

大
井
町
で
は
、
近
く
に
あ

る
公
園
や
緑
地
、
緑
道
の
清

掃
や
草
む
し
り
な
ど
を
行
い
、

良
い
環
境
づ
く
り
に
協
力
す

る
「
愛
護
会
」
に
対
し
て
報

償
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

各
愛
護
会
は
、
年
間
計
画
を

立
て
、
定
期
的
に
花
壇
に
草

花
を
植
え
た
り
、
落
葉
掃
き

や
ゴ
ミ
拾
い
な
ど
の
活
動
を

積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

大
井
町
単
独
事
業
の
た
め
、

合
併
後
は
地
域
を
拡
大
し
て

実
施
す
る
予
定
で
す
。
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平成１８年
４月以降

合併時～平成１８年３月末

旧大井町旧上福岡市

大井町の　
制度に統一

①主として総合失調症などの方
で、本人の参加意欲及び家族
の協力がある方
②通院治療を受け主治医の了解
が得られる方

精神科等に
通院してい
る方

対　

象　

者

グループ活動を中心としたプロ
グラムを月２回実施
①日常生活習慣の確立
②対人関係の学習と拡大
③社会体験及び生活圏の拡大
④生活の質の向上
⑤体力づくり
⑥その他社会復帰に役立つもの

料理、
スポーツ、
創作、
社会見学等
の実施
（月１回）

内　
　
　

容
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報償金の積算方法面　　　　　積

年間　５，０００円＋４５円／�１００�未満

年間１０，０００円＋４５円／�１００�以上２００�未満

年間２０，０００円＋４５円／�２００�以上

�　　７
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�������������

　

児
童
・
生
徒
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
校
舎

の
耐
震
補
強
工
事
を
実
施
し
て
地
震
防
災
対
策
を

進
め
ま
す
。

　

大
井
町
で
は
入
学
準
備
金
の
み
の
貸
付
で
し
た

が
、
合
併
後
は
上
福
岡
市
の
制
度
に
合
わ
せ
て
奨

学
金
の
貸
付
も
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
貸
付
に
あ
た
っ
て
は
①
市
内
に
１
年
以

上
居
住
し
て
い
る
こ
と
②
市
民
税
そ
の
他
の
市
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
③
連
帯
保
証
人
が
１
人

以
上
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

埼
玉
県
で
採
用
し
た
「
さ
わ
や
か
相
談
員
」
が

両
市
町
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
中
学
校
に
配
置
さ
れ
、

い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
の
子
ど
も
の
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。

　

未
配
置
校
は
、
常
任
相
談
員
と
生
活
支
援
員
で

対
応
し
て
い
ま
す
が
、
合
併
後
は
、
市
が
独
自
に

さ
わ
や
か
相
談
員
を
採
用
し
て
配
置
す
る
予
定
で

す
。

　

現
在
、
両
市
町
で
は
大
学
生
を
受
け
入
れ
て

小
・
中
学
生
の
学
習
や
生
活
の
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。
上
福
岡
の
み
で
実
施
し
て
い
る
音
楽
や
英

語
、
部
活
動
の
補
助
は
、
平
成　

年
４
月
か
ら
地

１８

域
を
拡
大
し
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

開
館
日
に
つ
い
て
は
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

休
館
日
は
毎
週
月
曜
日
と
年
末
年
始
、
特
別
整
理

期
間
（
年
間　

日
以
内
）
に
な
り
ま
す
。

１５

　

開
館
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
前
の
開
館
時
間

で
す
。

　

上
福
岡
の
市
民
図
書
館
で
開
放
し
て
い
る
集
会

室
等
の
利
用
申
請
は
、
合
併
す
る
と
大
井
図
書
館

で
も
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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展　　示
コーナー

視聴覚
ホール

集会室２集会室１

開館日の９：３０～２２：００まで利用時間

活動の本拠地が市内であり、会員の半
数以上が市民で構成されている団体。
展示コーナーは市民個人にも貸出。

利用対象

利用希望日の２ヶ月前から利用当日３
日前までの開館時間に受付。

利用受付

平
成　

　

年
度

１７平
成　

　

年
度

１８平
成　

　

年
度

１９平
成　

　

年
度
以
降

２０

上
福
岡
地
域

西
小

駒
西
小
、
福
岡
小

実
施
計
画
の
再
編
成
を
行
い
ま
す
。

大
井
地
域

大
井
小

鶴
ヶ
丘
小
、大
井
中

亀
久
保
小
、大
井
中

２００，０００円以下で
必要とする額

国立及び公立高等学校
専修学校
（高等課程）入

学
準
備
金

３００，０００円以下で
必要とする額

私　　　　立

４００，０００円以下で
必要とする額

国立及び公立

大　　 学
５００，０００円以下で
必要とする額

私　　　　立

月額１０，０００円国立及び公立高等学校
専修学校
（高等課程）

奨　

学　

金

月額１０，０００円私　　　　立

月額２０，０００円国立及び公立
大　　 学

月額２０，０００円私　　　　立
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